
生駒市条例第１４号 

生駒市地区計画区域内建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。 

平成１９年３月２８日 

生駒市長 山下 真  

 

生駒市地区計画区域内建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 

生駒市地区計画区域内建築物の制限に関する条例（昭和６３年１２月生駒市条

例第２９号）の一部を次のように改正する。 

別表第１生駒市白庭台地区整備計画区域の項中「平成１７年２月２５日生駒市

告示第３４号」を「平成１８年９月２９日生駒市告示第１９１号」に改め、同表

に次のように加える。

生駒市（仮称）東白

庭地区整備計画区域 

 

 

 都市計画法第２０条第１項の規定により告示された

平成１８年９月２９日生駒市告示第１９０号に定める

大和都市計画生駒市（仮称）東白庭地区地区計画の区

域のうち、地区整備計画が定められた区域 

別表第２に次のように加える。



生駒市（仮称）

東白庭地区整

備計画区域 

低層専 用住

宅地区 

次に掲げる建築物以外の建築物 

１ 住宅（法別表第２（い）項第１号

に係るもの。ただし、長屋住宅及

び重ね建て住宅を除く。次項に

おいて同じ｡) 

２ 別表第３（あ）項に掲げる住宅 

３ 幼稚園、保育所、公民館又は集

会所 

４ 診療所（患者の収容施設を持つ

ものを除く｡) 

５ 巡査派出所、公衆電話所その

他これらに類する別表第３（い）

項に掲げる公益上必要な建築物 

６ 前各項の建築物に附属するも

の（別表第３（え）項に掲げるもの

を除く｡) 

１６５平方メ

ートル 

     

 沿道利 用地

区 

次に掲げる建築物 

１ 建築物の１階部分を住宅(法別

表第２(い)項第１号に係るもの)及

び共同住宅の用に供するもの。

ただし、専用住宅を除く。 

２ 寄宿舎又は下宿 

３ ホテル又は旅館 

４ ボーリング場、スケート場、スキ

ー場、ゴルフ練習場及びバッテ

ィング練習場の用に供する施設 

５ 自動車教習所 

６ 床面積の合計が１５平方メートル

を超える畜舎 

７ 工場(別表第３(う)項に掲げるも 

３００平方メ

ートル 

１メートル以

上 

１  外 壁 等

の中心線

の長さの

合計が ３

メ ー ト ル

以下であ

るもの 

２  物 置 そ

の他これ

に類する

用途に供

し､軒の高

さが２．３

メートル 

 

 

  



  のを除く｡) 

８ 店舗、飲食店その他これらに類

する用途に供する床面積が１５０

平方メートル以上のもので、それ

らの用途に供する床面積１００平

方メートルにつき（１００平方メート

ルに満たない端数については、

その端数を切り上げる。）車両１

台分（幅２．５メートル以上、奥行

き５メートル以上）の駐車施設を

有しないもの 

  以下で、

かつ、 床

面積の合

計が ５ 平

方 メ ー ト

ル以内で

あるもの 

   



附 則 

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

 


